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〒130-0026 東京都墨田区両国４丁目36番6号 ｶﾞﾗｽ会館３階

慶弔金の支給件数･金額

平均標準
給与月額

（円） 302,251

-701 信託資産額(時価）

修 正 総 合 利 回 り

6,892

335,702

227,720

-434

-124

平成２２年度 ・ 主 要 事 業 概 況

調 定 額 （ 円 ）

収 納 額 （ 円 ）

事　　　項

事 業 所 数 ( 件 )

加入員数
(人)

１月末数（累計）

1,385,328,894 

収 納 率

対前月増減数

-1.70%
ベ ン チ マ ー ク  差

253億5,968万円
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4,757
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509,202
Tel 03-3633-6445    FAX 03-3633-7125

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 　http：//www．glskkn．com
6,253

平均年金額（円）

受 給 者 数（人） 81件121万円11

667件年 金 相 談 件 数472

基 金 情 報
No.１０９

指定基金に指定される
　　～健全化計画書を提出

　第９８回代議員会開催
　　 平成２３年度予算などを決定

平成23年度予算は、国の予算編成方針に基づき積算さ
れています。各会計における主要事項は次のとおりで
す。
●年金経理 平成23年度運用利回り5.5％、平成22年度
運用利回り見込み1％(12月末実績）、運用コンサルタン
トの継続。
●業務経理業務会計 人員の補充、法律改正のシステム
費用、国の記録との突合作業費用、パソコンシステム移
行費用、基金だより、受給者だよりの発行。
●業務経理福祉施設会計 支出は、繰越剰余金の取り崩
しにより支出。慶弔金(結婚祝金、弔慰金）、会館に係
る維持管理費用及び補修費用。福祉施設会計安定化資
金・剰余金の有効運用の実施。

　平成23年2月23日に第98回代議員会が開催され、次の
議案について審議が行われ、満場一致で議決されまし
た。
（議案事項）
１．平成２３年度の予算（案）について
２．積立水準回復計画の策定について
３．健全化計画（案）の策定について

　　平成２３年度事業運営の重点事項

　平成23年度は次を重点事項として事業運営を行っ
ていきます。
　○国との記録突合への対応
　○年金資産の効率的運用
　○掛金の滞納事業所への督促強化

新聞報道等で皆様にご心配をおかけしております
が、当基金は12月8日付で指定基金に指定されまし
た。平成22年度に指定されたのは、48基金で過去に指
定された基金を含め、全51基金が公表されました。指
定基金とは、３事業年度連続で純資産が最低責任準備
金の90％を下回った場合に指定されるものです。

　　平成２３年度予算（収支額）

福 祉 施 設 会 計 （ 長 期） 0   0  

業務会計から福祉施設会計 0   0  

借

入

金

業 務 会 計 （ 短 期 ） 0   0  

福 祉 施 設 会 計 （ 短 期） 0   0  

0  

年金経理から福祉施設会計 0   0  

限

度

額

業 務 会 計 （ 事 務 費 ） 75,023   88,053  

福 祉 施 設 会 計 （ 事 務 費 ） 13,393   13,393  

繰

入

金

年金経理から業務 会計 0   

14,363  

支 出 17,523   14,363  

85,142  

支 出 75,123   58,111  

業

務

経

理

業務

会計

収 入 77,693   

福祉

施設

会計

収 入 17,523   

年 金
経 理

収 入 3,390,000   2,425,000  

支 出 3,637,000   3,329,000  

予 算 総 則 単位：千円

事 項
平 成 23 年 度

推 計 額
平 成 22 年 度
決 算 見 込 額

２．業務経理業務会計

３．業務経理福祉施設会計

計 3,637  計 3,390  

指定年金数理人費 1  

コンサルティング料 5  

業 務 委 託 費 27  

1,370  

運 用 報 酬 102  受 入 金 1  

1,825  

移 換 金 270  負 担 金 194  

単位：百万円

費 用 勘 定 収 益 勘 定

科　　　目 推　計　額 科　　　目 推　計　額

１．年金経理（経常収支）

給 付 費 3,231  掛 金 等 収 入

拠 出 金 1  運 用 収 益

単位：千円

費 用 勘 定 収 益 勘 定

科　　　目 推　計　額 科　　　目 推　計　額

事 務 費 56,447  掛 金 収 入 76,893  

代 議 員 会 費 1,980  雑 収 入 800  

機 械 処 理 経 費 13,383  

繰 入 金 100  

雑 支 出 3,213  

計 77,693  計 77,693  

単位：千円

費 用 勘 定 収 益 勘 定

科　　　目 推　計　額 科　　　目 推　計　額

事 務 費 10,583  受 入 金 0  

福 祉 施 設 費 2,700  雑 収 入 950  

雑 支 出 4,240  当 年 度 不 足 金 16,573  

計 17,523  計 17,523  

当 年 度 剰 余 金 2,570  

〈経理別・平成23年度予定損益計算書〉

当基金においても純資産の最低責任準備金に対する
割合は、平成19年度87％、平成20年度65％、平成21年
度82％と３年連続で90％を下回ったことから指定基金
として公表されました。（基金情報第104号（平成22年
9月号)に関連記事を記載しています。） 平成22年12月末に
おいて90％以上確保されている場合、指定は解除されます
が、確保できず、健全化計画を策定し、代議員会で可決さ
れ、2月28日厚生労働大臣あて提出いたしました。
 　　　　　　　　　　　　　　 （裏面に続く）
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17年度末 18年度末 19年度末 20年度末 21年度末 23年1月末

加 7746 7498 7406 7209 7224 6,892

給 2398 2328 2311 2222 2140 2083

受 5620 5526 5709 5848 6120 6,253

年 2554 2628 2772 2893 3090 3184

信 35218 36867 30473 23015 26568 25360

国内債券 国内外国外国資産合計
4月1日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4月末 0.0094 0.0119 0.0027 0.006 0.0086

5月末 0.0123 -0.0961 -0.0578 -0.1224 -0.0627

6月末 0.0187 -0.138 -0.0786 -0.1748 -0.0889

第1四半期末 0.0187 -0.138 -0.0786 -0.1748 -0.0889

7月末 0.0212 -0.1286 -0.064 -0.1175 -0.069

8月末 0.0281 -0.1773 -0.0816 -0.1808 -0.1013

9月末 0.0307 -0.1415 -0.0565 -0.0949 -0.0647

第1四半期末 0.0187 -0.138 -0.0786 -0.1748 -0.0889

第2四半期末 0.0307 -0.1415 -0.0565 -0.0949 -0.0647

10月末 0.0319 -0.1558 -0.0869 -0.0923 -0.0714

11月末 0.0234 -0.1028 -0.0932 -0.0785 -0.0536

12月末 0.031 -0.0618 -0.1177 -0.0415 -0.0301

第1四半期末 0.0187 -0.138 -0.0786 -0.1748 -0.0889

第2四半期末 0.0307 -0.1415 -0.0565 -0.0949 -0.0647

第3四半期末 0.031 -0.0618 -0.1177 -0.0415 -0.0301

1月末 0.0289 -0.0483 -0.1062 -0.0095 -0.017

2月末 0.0385 0.2139 -0.0423 0.3543 0.1392

3月末 0.0386 0.3431 -0.0006 0.5141 0.2116

第1四半期末 0.0187 -0.138 -0.0786 -0.1748 -0.0889

第2四半期末 0.0307 -0.1415 -0.0565 -0.0949 -0.0647

第3四半期末 0.031 -0.0618 -0.1177 -0.0415 -0.0301

第4四半期末 0.0386 0.3431 -0.0006 0.5141 0.2116

池田　広明　氏代表者変更 ㈱ダイアテック H22.12.20

異動区分 事　業　所　名 異動内容（新） 適用年月日

　
　従来、電話でもお答えしておりました年金額などのご相談につきま

　して、個人情報を保護する目的から書面にて回答させていただい
　ております。事業所のご担当者の方など第３者の方からお問合せ

  いただく場合には、お手数ですが委任状をご提出ください。

年金相談についてのお願い

　
　掛金の納付は便利な口座振替をご利用ください。

  毎月、月末に自動引き落としとなります。
  納め忘れもなく、振込手数料もかからず、手続きも簡単

　です。
　≪口座振替銀行≫

  みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、
  りそな銀行、東京都民銀行、東京東信用金庫

  このほか、りそな決裁サービスを利用することにより、

　他の都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信
　金、労金、ゆうちょ銀行、信用組合(※)、農業協同組合
　(※)などの金融機関からでも口座振替を行うことができ

　ます。(振替日は２８日となります。)　(※)一部の金
　融機関は除きます。

  詳しくは当基金までお問合せください。

　＊２月分の掛金納入期限は、平成２３年３月３１日と
　　なりますので、ご協力お願いいたします。

掛金は完納しましょう

7,209 7,224
6,892

7,4067,4987,746

2,0832,1402,222

2,3112,3282,398

6,253
6,120

5,8485,709
5,5265,620

3,1843,090
2,893

2,7722,6282,554

25,360

26,568

23,015

30,473

36,867

35,218

17年度末 18年度末 19年度末 20年度末 21年度末 23年1月末

加入員数（人）

信託資産額（百万円）

受給権者数（人）

年金総額（百万円）

給与総額（百万円）

主要事業の推移

年金資産の運用状況・修正総合利回り＜平成2２年度＞

-1.70%

-3.01%-6.47%-8.89%

2.89%
3.10%

3.07%

1.87%

-4.83%

-14.15%

-6.18%

-13.80%
-10.62%

-7.86%

-5.65%

-11.77%

-0.95%

-4.15%

-9.49%

-17.48%

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 1月末

資産合計
国内債券
国内株式
外国債券
外国株式

設立事業所の異動（規約変更関係等）・1月処理分

【お願い】
当「基金情報」を 加入員の方々が閲覧いただけるよう

ご配意方お願いいたします

ホームページでもご覧いただけます
当「基金情報」をホームページに掲載しています

創刊号から直近号までご覧いただけます
加入員の方も職場や家庭でぜひお読みください

http://www.glskkn.com

 　　１５日　告知書（２月分）発送
　　 ２２日　平成２３年度　７０歳喪失予定者リスト発送
  ※３月分の適用関係書類の〆切は４月７日です。

３月 の 予 定

健全化計画において国の基準でシュミレーションを行
なったところ、積立水準は５年以内に回復する見込みであ
り、、平成17年に給付減額は実施済みであり、この健全化
計画による掛金の引上げはありません。積立水準が９０％
を上回った時点で指定は解除されます。過去の指定基金２１
基金のほとんどの基金が解除され、継続基金は３基金のみと
いう状況です。指定基金制度はあくまでも基金財政の健全
化が目的であり、解散を前提としたものではありません。

住所や氏名の変更があった場合、当基金や連合会へご
連絡が無い場合、裁定請求書がご本人に届かず、年金
支給ができないことがあります。この様なことを防
ぎ、年金を確実に支給するために、ご退職される方へ
住所や氏名に変更があった場合は当基金や連合会に必
ずご連絡する様、お知らせ願います。

事業主の皆様、加入員の皆様にはご協力の程よろし
くお願い申し上げます。（将来、連合会から年金支給さ
れる方の住所・氏名変更につきましても、当基金へご連

絡いただいても結構です。）

年金の確実な支給のために

【慶弔金の種類】
 ◇ 弔 慰 金（加入期間５年以上の加入員が死亡したとき）
 ◇ 結婚祝金（加入期間３年以上の加入員が結婚したとき、
              または加入期間３年以上の女子加入員が資格

              喪失後３ヶ月以内に結婚したとき）

【給付金額】
 ◇ 弔 慰 金（遺族へ支給）
　　 加入期間  ５年以上１０年未満・・・５万円

　   加入期間１０年以上・・・１０万円
 ◇ 結婚祝金（加入員本人へ支給）
　　 加入期間  ３年以上・・・１万円

【請求手続】
　事業主を通じて当基金所定の請求書により請求（請求書は

  当基金のホームページからダウンロードできます）

【権利の消滅】
　慶弔金を請求する権利は、その支給事由が発生した日から
  ２年以内に行使しないときは消滅します
 

 ＊ 詳しい内容につきましては、当基金へご確認ください

慶弔金のお知らせ
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